
令和7年4月10日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

大阪市市民局

総務部住民情報担当

戸籍に関するご質問について

令和7年3月28日付けで送付いただきました公開請求について、情報提供に

より回答いたします。

【ご質問】

昭和60年より前に日本人女性Xとアメリカ人男性の夫婦間でアメリカに

おいて出生してアメリカ国籍を取得している子Yがいるケース(Xの戸籍に

Yのことは書いていないものとします｡）において、XとYが養子縁組でき

るかどうか

【回答】

昭和23年1月13日民事甲第17号民事局長通達において、 （17）「自己の

嫡出子又は養子を更に養子とすることは､戸籍を同じくすると否とにかかわ

らず、新法（現行戸籍法を指します）施行後は認められない｡」とあります

ので、国籍に関わらず自己の嫡出子を縁組することはできません。

次に、今回の子Yが嫡出子であるかどうかですが､法の適用に関する通則

法第28条「夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が

嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする｡」により、母の本

国法が適用され、民法第772条に基づき嫡出子となります。

以上により、今回のケースでは一般的にXとYは縁組できないものと考

えられます。

ただし、届出の受理につきましては各人の戸籍の記載等により戸籍事務管

掌者（大阪市であれば区長）が決定いたしますので、具体的な事案がある場

合は、当該人の戸籍等の資料を添えて届出される自治体の戸籍担当へご相談

いただきますようお願いいたします。
〒553-0005

大阪市福島区野田1丁目1番86号

大阪市市民局総務部住民情報担当

担当： 佐柳・丸山

電話： 06-4305-7357
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来
る
一
月
一
日
へ
改
正
民
法
と
と
も
に
戸
籍
法
の
改
正

が
実
施
せ
ら
れ
、
同
施
行
規
則
の
制
定
及
ひ
寄
留
手
続
令
同

細
則
の
改
正
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
右
は
、
戸
籍
寄
留
事
務

殊
に
戸
籍
事
務
に
つ
き
そ
の
全
般
に
亘
る
根
本
的
変
革
を
招

来
す
る
も
の
て
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
円
滑
な
実
施
の
た
め
に

は
、
格
段
の
努
力
が
払
わ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い

う
ま
て
も
な
い
。
よ
っ
て
、
法
令
の
周
知
徹
底
を
図
る
の
は

勿
論
、
そ
の
運
用
の
指
導
監
督
に
特
に
留
意
し
て
万
全
の
措

置
を
講
ぜ
ら
れ
た
く
、
ま
た
当
面
注
意
す
べ
き
事
項
と
し
て

左
の
諸
点
を
掲
け
た
か
ら
、
管
下
甲
号
出
張
所
及
ひ
市
区
町

村
に
こ
れ
が
伝
達
方
を
取
り
計
ら
わ
れ
た
い
。
右
通
達
す

プ
（
》
。
．
：

な
お
、
左
記
の
う
ち
新
法
と
あ
る
の
は
、
改
正
戸
籍
法
、

旧
法
と
あ
る
の
は
、
改
正
前
の
戸
籍
法
、
規
則
と
あ
る
の
は
、

新
た
に
制
定
さ
れ
た
戸
籍
施
行
規
則
の
略
称
で
あ
る
。

(1)
⑤
昭
和
二
三
年
一
月
一
三
日
民
事
甲
第
一
七
号
各
司
法

事
務
局
長
宛
民
事
局
長
通
達

改
正
戸
籍
法
の
施
行
に
関
す
る
件

新
戸
籍
編
製
に
当
っ
て
は
、
従
前
の
一
家
創
立
の
場
合
と

記

く

異
り
へ
そ
の
称
す
べ
き
氏
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
一
定

し
、
国
籍
取
得
、
就
籍
、
棄
児
等
の
場
合
を
除
き
、
自
由
に

氏
を
定
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

②
転
縁
組
の
場
合
に
、
後
の
縁
組
が
離
縁
又
は
取
消
と
な
っ

た
と
き
は
、
養
子
は
、
前
の
養
方
の
氏
に
復
し
、
ま
た
戸
籍

に
つ
い
て
も
、
新
戸
籍
を
編
製
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
前
の

養
方
の
戸
籍
に
復
籍
す
る
。
即
ち
、
前
の
縁
組
が
離
縁
又
は

取
消
迄
な
ら
な
い
以
上
、
直
ち
に
実
方
の
氏
に
復
し
、
又
は

実
方
の
戸
籍
に
復
籍
す
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

配
偶
者
死
亡
後
転
婚
し
た
場
合
に
、
後
の
婚
姻
が
離
婚
又

は
取
消
と
な
っ
た
と
き
は
、
生
存
配
偶
者
は
、
そ
の
意
思
に

よ
り
実
方
の
氏
又
は
前
の
婚
姻
に
よ
る
氏
の
い
す
れ
か
に
復

し
、
戸
籍
も
こ
れ
に
応
じ
麺
戸
籍
を
編
製
さ
れ
る
場
合
を
除

き
そ
れ
そ
れ
そ
の
戸
籍
に
復
籍
す
る
。
後
の
婚
姻
の
配
偶
者

が
死
亡
し
民
法
第
七
百
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
復

氏
す
る
場
合
及
ひ
民
俵
第
七
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
再
三
氏
を
改
め
た
者
が
同
条
第
二
一
項
の
規
定
に
よ
り
復

氏
す
る
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

⑧
婚
姻
又
は
縁
組
後
、
離
婚
、
離
縁
又
は
婚
姻
若
し
く
は
縁

組
の
取
消
前
に
実
方
の
父
又
は
母
が
分
籍
し
そ
の
戸
籍
に
在

る
と
き
は
、
婚
姻
又
は
縁
組
前
の
氏
に
復
す
る
者
は
、
そ
の

父
又
は
母
の
戸
籍
に
入
る
。
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側
戸
籍
の
筆
頭
に
記
載
し
た
者
が
、
婚
姻
又
は
縁
組
に
よ
っ

て
除
籍
と
な
っ
た
後
離
婚
、
離
縁
又
は
婚
姻
若
し
く
は
縁
組

の
取
僧
に
よ
っ
て
そ
の
戸
籍
に
復
籍
し
た
と
き
は
、
戸
籍
の

末
尾
に
記
載
さ
れ
る
へ
き
て
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
式
そ
の
者
が
そ
の
戸
籍
の
筆
頭
に
記
載
し
た
者
て
あ
る

こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
な
お
、
転
籍
に
よ
り
戸
籍
を
編
製

す
る
と
き
は
、
従
前
除
籍
と
な
っ
て
い
る
筆
頭
者
の
欄
に
復

活
引
き
直
し
て
記
載
す
る
。

⑤
婚
姻
又
は
縁
組
に
よ
っ
て
氏
を
改
め
た
者
の
実
方
の
氏
が

新
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
後
に
離
婚
、

離
縁
又
は
婚
姻
若
し
く
は
縁
組
の
取
消
に
よ
っ
て
婚
姻
又
は

縁
組
前
の
氏
に
復
す
べ
き
場
合
の
そ
の
氏
は
、
右
変
更
さ
れ

た
氏
で
あ
る
デ
ー
と
は
い
う
ま
て
も
な
い
。

⑥
離
婚
、
離
縁
又
は
婚
姻
若
し
く
は
縁
組
の
取
消
に
よ
っ
て

復
籍
す
べ
き
戸
籍
が
民
法
の
応
急
的
措
置
法
施
行
前
に
家
督

相
続
に
よ
り
除
か
れ
ぞ
い
る
場
合
は
う
新
法
第
十
九
条
第
一

項
但
書
前
段
に
該
当
し
、
新
戸
籍
を
編
製
す
る
。

例
以
上
三
）
乃
至
宍
）
は
、
民
法
第
七
百
五
十
一
条
第

一
項
又
は
第
七
百
九
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
復
氏
す

る
者
に
つ
い
て
も
論
同
様
て
あ
る
。

▼
⑧
新
法
第
十
七
条
は
、
三
代
以
上
の
同
籍
を
避
け
る
た
め
設

け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
が
、
た
た
旧
法
の
規
定
に
よ
る
戸
籍

に
お
い
て
は
、
筆
頭
者
の
父
母
が
こ
れ
と
同
一
の
戸
籍
に
在

る
場
合
に
、
筆
頭
者
と
同
一
の
氏
を
称
す
る
子
又
は
養
子
を

有
す
る
に
至
っ
た
と
き
も
、
筆
頭
者
の
子
又
は
養
子
で
あ
る

以
上
、
同
条
を
適
用
す
る
余
地
な
く
、
こ
の
場
合
に
は
、
祖

父
母
と
孫
と
が
同
籍
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
と
異
り
へ
筆

頭
者
の
父
母
が
子
又
は
養
子
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
父
母
に
つ
き
新
戸
籍
を
編
製
し
、
筆
頭
者
に
配
偶

者
又
は
こ
れ
と
氏
を
同
じ
く
す
る
子
が
な
い
と
き
は
、
そ
の

筆
頭
者
も
父
母
に
随
い
新
戸
籍
に
入
る
。

側
新
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
特
別
の
事
由
の
有
無
に
つ
い

て
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
八
日
民
事
甲
第
二
七
七
号
通
達

の
趣
旨
に
則
り
、
今
後
も
同
様
に
取
り
扱
う
。

▼
側
戸
籍
の
記
載
に
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
内
閣
告
示
第

三
十
二
号
当
用
嘆
字
表
に
掲
げ
る
漢
字
及
ひ
平
が
な
を
用

い
へ
ま
た
、
同
表
の
簡
易
字
体
は
、
規
則
第
三
十
一
条
第
一

項
の
略
字
に
は
該
当
し
な
い
か
ら
、
今
後
は
こ
の
簡
易
字
体

を
用
い
る
。
も
っ
と
も
、
新
法
施
行
前
に
従
前
の
例
に
よ
り

記
載
さ
れ
た
戸
籍
の
謄
抄
本
を
作
成
す
る
に
は
、
そ
の
部
分

に
つ
い
て
は
従
前
の
文
字
を
以
て
そ
の
ま
ま
謄
写
す
る
。
な

お
、
子
の
名
に
つ
き
規
則
第
六
十
条
に
掲
け
る
文
字
以
外
の

文
字
を
用
い
た
出
生
届
は
、
こ
れ
を
受
理
す
へ
き
で
は
な
い
。
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▼
伽
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
移
記
す
べ
き
身
分
に

関
す
る
重
要
な
事
項
と
は
、
概
ね
次
の
事
項
で
あ
る
。

一
、
出
生
に
関
す
る
事
項

二
、
子
に
つ
い
て
、
認
知
に
関
す
る
事
項

三
、
養
子
に
つ
い
て
、
現
に
養
親
子
関
係
の
継
続
す
る
そ
の

養
子
縁
組
に
関
す
る
事
項

四
、
夫
婦
に
つ
い
て
、
現
に
婚
姻
関
係
の
継
続
す
る
そ
の
婚

姻
に
関
す
る
事
項

五
、
現
に
無
能
力
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
の
親
権
後
見
又

は
保
佐
に
関
す
る
事
項

六
、
推
定
相
続
人
の
廃
除
に
関
す
る
事
項
で
未
だ
そ
の
取
消

の
な
い
も
の

七
、
国
籍
の
取
得
に
関
す
る
事
項

な
お
、
新
戸
籍
編
製
の
場
合
に
、
従
前
の
戸
籍
の
戸
籍
事

項
欄
に
記
載
し
た
事
項
は
、
蔓
れ
を
移
記
す
る
に
及
ば
な
い
。

但
し
、
転
籍
に
よ
る
戸
籍
編
製
の
場
合
は
、
規
則
第
三
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
。

側
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
移
記
は
、
新
記
載
例
に

引
き
直
し
て
記
載
す
る
。
転
籍
に
よ
る
移
記
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
に
新
記
載
例
の
な
い
も
の
は
、

（
↑
也
記
載
の
取
扱
に
よ
り
文
字
を
改
め
て
そ
の
ま
ま
移
記

す
る
。

－

▼
側
旧
法
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
に
つ
き
他
の
市
町
村
へ
の
転
籍

の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
八
氏
名
記
載
の
順
序
は
弓
旧
法
の
規

定
に
則
り
、
従
前
通
り
の
取
扱
と
し
、
移
記
に
つ
い
て
は
昭

和
二
十
二
年
民
事
甲
第
三
一
七
号
通
達
第
七
記
載
の
取
扱
に

準
ず
る
。
新
法
の
規
定
に
よ
っ
て
編
製
さ
れ
た
戸
籍
に
つ
い

て
は
、
新
法
第
十
四
条
に
掲
げ
る
順
序
に
引
き
直
し
て
記
載

す
る
。

⑭
新
法
施
行
前
の
届
出
に
よ
っ
て
除
籍
す
べ
き
場
合
に
は
、

未
だ
入
籍
通
知
が
な
く
て
も
、
新
法
施
行
後
遅
滞
な
く
除
籍

の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
記
載
陸

末
尾
に
続
け
て
左
の
振
合
に
よ
る
。

年
月
日
除
籍
⑳

⑮
出
生
の
届
出
に
お
け
る
出
生
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
死
亡

の
届
出
に
お
け
る
診
断
書
（
検
案
書
）
の
取
扱
と
同
様
、
届

書
と
出
生
証
明
書
と
の
間
に
そ
の
記
載
内
容
殊
に
出
生
の
日

時
場
所
に
相
違
が
な
い
か
ど
う
か
北
分
こ
れ
を
確
め
た
上
で

受
理
し
、
以
て
虚
偽
の
記
載
を
防
止
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た

い
。

㈹
庶
子
の
名
称
廃
止
に
伴
う
取
扱
姓
昭
和
十
七
年
二
月
十

八
日
民
事
甲
第
九
○
号
通
達
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

⑰
自
己
の
嫡
出
子
又
は
養
子
を
更
に
養
子
と
す
る
こ
と
は
、

『



戸
籍
を
同
じ
く
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
す
、
新
法
施
行
後

は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑱
夫
又
は
妻
な
る
旨
を
記
載
す
る
配
偶
欄
の
記
載
は
、
婚
姻

が
解
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
解
消
事
由
の
記
載
の
際
に
、
朱

て
こ
れ
を
消
さ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

側
新
法
第
百
三
十
条
は
、
旧
法
に
よ
れ
は
新
戸
籍
を
編
製
す

べ
き
で
な
い
事
項
に
つ
い
て
も
、
新
法
に
よ
れ
は
新
戸
籍
を

編
製
す
べ
き
場
合
に
当
る
の
故
を
以
て
、
新
議
施
行
前
に
届

出
に
よ
っ
て
新
戸
籍
を
編
製
す
る
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
て
は

な
い
。
即
ち
、
新
戸
籍
溌
編
製
す
べ
き
か
否
か
は
専
ら
旧
法

に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
し
、
旧
瀧
の
規
定
に
よ
り
新
戸
籍
を
編

製
し
又
は
他
の
戸
籍
に
入
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
記
載
に
つ

い
て
は
、
新
法
施
行
前
の
届
出
で
あ
っ
て
も
新
法
第
十
三
条

等
の
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
趣
旨
に
過
ぎ
な
い
。

剛
新
法
第
百
三
十
一
条
第
二
項
の
場
合
に
は
、
新
戸
籍
編
製
、

入
籍
者
等
の
事
項
に
つ
き
届
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
に
か
か

わ
ら
す
、
市
町
村
長
が
職
権
を
以
て
こ
れ
ら
の
事
項
を
調
査

し
そ
れ
そ
れ
新
戸
籍
編
製
、
入
籍
等
の
措
置
掻
執
ら
な
け
れ

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
論
こ
の
場
合
に
該
当
す
る
出
生
、

入
籍
、
分
籍
そ
の
他
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
慎
重
に

こ
れ
を
取
り
扱
い
、
遺
漏
の
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
な
け
れ

は
な
ら
な
い
。

▼
伽
現
に
存
す
る
戸
籍
用
紙
を
用
い
る
に
は
、
戸
主
の
事
項
欄

中
初
の
四
行
を
戸
籍
事
項
欄
に
当
て
、
同
欄
と
筆
頭
者
の
身

分
事
項
欄
を
太
線
で
区
別
し
、
ま
た
、
前
戸
主
の
氏
名
欄
の

表
示
「
前
戸
主
」
を
「
氏
名
』
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
他
は
そ
の
ま
ま
で
使
用
す
る
こ
と
を
妨
け
な
い
。
右
の

場
合
に
現
に
存
す
る
謄
抄
本
用
紙
を
用
い
る
と
き
も
、
同
様

に
取
り
扱
う
。

伽
旧
法
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
新
法
施
行
後
も

特
に
変
更
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
て
差
し
支
え
な
い
。
旧
法
の

規
定
に
よ
る
戸
籍
の
謄
抄
本
を
作
成
す
る
に
は
説
族
称
の
記

載
の
謄
写
を
省
略
す
る
ほ
か
、
す
べ
て
原
本
通
り
に
謄
写
す

る
。
但
し
、
従
来
そ
の
省
略
を
認
め
ら
れ
て
い
た
事
項
の
取

扱
は
、
従
前
通
り
と
す
る
。

右
の
取
扱
は
侭
寄
留
簿
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

▼
側
旧
法
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
に
つ
き
、
旧
戸
籍
用
紙
を
用
い

尽
し
た
と
き
は
、
新
戸
籍
用
紙
を
用
い
て
そ
の
記
載
を
継
続

し
て
差
し
支
え
な
い
。

鋤
戸
籍
簿
見
出
帳
中
「
戸
籍
編
製
年
月
日
」
欄
に
は
、
新
法

施
行
前
に
編
製
さ
れ
た
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
新
法
施
行
後
直

ち
に
こ
れ
を
記
入
す
る
に
は
及
は
な
い
。
除
籍
簿
見
出
帳
中

「
年
度
」
、
「
冊
数
』
及
ひ
「
丁
数
」
欄
に
お
い
て
、
新
法
施

行
前
に
除
籍
と
な
っ
た
戸
籍
に
つ
い
て
も
同
様
て
あ
る
。
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▼
鯛
出
生
、
婚
姻
、
離
婚
及
び
死
亡
の
届
書
用
紙
は
、
新
様
式

に
よ
り
、
従
前
通
り
配
付
す
べ
き
も
、
新
法
施
行
ま
で
に
そ

の
配
付
を
受
け
得
な
い
市
町
村
は
、
そ
の
配
付
の
あ
る
ま
で
、

便
宜
旧
様
式
用
紙
に
所
要
の
訂
正
を
し
て
記
載
し
た
届
書
を

受
理
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

伽
出
生
、
婚
姻
、
離
婚
及
び
死
亡
の
四
届
書
中
戸
籍
記
載
及

び
調
査
票
作
成
欄
に
つ
い
て
は
、
受
理
し
た
市
町
村
に
お
い

て
、
戸
籍
記
載
又
は
調
査
票
作
成
の
都
度
直
ち
に
認
印
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
本
籍
地
の
市
町
村
に
送
付
す
る
分
に
つ
い

て
は
、
調
査
票
作
成
欄
に
は
認
印
の
上
送
付
す
べ
き
も
、
戸

籍
記
載
欄
に
は
認
印
す
る
こ
と
な
く
送
付
し
、
本
籍
地
の
市

町
村
に
お
い
て
こ
れ
に
認
印
す
る
。
右
両
欄
は
、
戸
籍
記
載

及
び
調
査
票
作
成
に
つ
き
過
誤
な
き
を
期
す
る
た
め
特
に
設

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
取
扱
を
怠
り
な
く
励
行

し
穂
ま
た
監
督
司
法
事
務
局
又
は
そ
の
出
張
所
に
お
い
て
も
、

届
書
の
送
付
を
受
け
た
際
、
こ
の
点
に
留
意
し
て
十
分
監
督

さ
れ
た
い
・

伽
右
四
届
書
中
受
附
欄
は
、
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
送
付
す

る
分
に
つ
い
て
も
受
理
し
た
市
町
村
長
が
こ
れ
を
記
載
し
、

発
送
の
年
月
日
及
び
発
送
者
の
職
氏
名
又
は
送
付
を
受
け
た

受
附
の
年
月
日
及
び
受
附
番
号
等
は
な
る
べ
く
届
書
左
欄
外

に
記
載
す
る
。

ノ

伽
出
生
又
は
死
亡
届
書
を
二
通
以
上
提
出
す
る
場
合
は
、
出

生
証
明
書
及
び
診
断
書
（
検
案
雪
に
つ
い
て
は
、
届
出
人

に
お
い
て
一
通
の
外
は
こ
れ
を
転
写
し
て
も
差
し
支
え
な
い

が
、
こ
の
場
合
ば
転
写
さ
れ
た
分
を
他
の
市
町
村
長
に
送
付

す
る
。

側
戸
籍
の
記
載
を
要
す
べ
き
事
項
に
っ
黄
調
停
が
成
立
し

又
は
審
判
が
確
定
し
た
と
き
は
、
家
事
審
判
所
よ
り
本
籍
地

の
市
町
村
長
に
そ
の
旨
の
報
告
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
報
告
を
受
け
た
市
町
村
長
は
、
届
出

義
務
者
に
届
出
を
催
告
す
る
等
適
当
の
措
置
を
講
じ
、
以
て

戸
籍
の
完
備
に
努
め
ら
れ
た
い
。

▼
棚
司
法
事
務
局
に
お
い
て
そ
の
管
下
の
戸
籍
寄
留
事
務
取
扱

に
関
す
る
準
則
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
速
か
に
新
法
に
則

り
そ
の
改
正
の
手
続
を
し
、
こ
れ
が
改
正
の
上
に
、
そ
の
写

を
添
附
し
て
当
省
に
報
告
さ
れ
た
い
。
将
来
に
お
け
る
そ
の

改
正
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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賠
償
そ
の
他
の
処
分
の
鮒
求
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
（
法
例
二
条
二
項
）

２
不
法
行
為
に
つ
い
て
外
国
法
に
よ
る
べ
き
場
合
に
お
い

て
、
当
骸
外
図
法
を
適
用
す
べ
き
事
実
が
当
該
外
図
法
及

び
日
本
法
に
よ
り
不
法
と
な
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
被
誓

考
は
、
日
本
法
に
よ
り
謎
め
ら
れ
る
損
書
雌
俄
そ
の
他
の

処
分
で
な
け
れ
ば
鮒
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
法
例
三
条
三
菰
）

第
二
十
三
条
（
債
権
の
譲
渡
）
俊
磁
の
譲
渡
の
偵
務
者
そ
の

他
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
は
、
譲
渡
に
係
る
俄
椛
に
つ

い
て
適
用
す
べ
き
法
に
よ
る
。
（
法
例
一
二
条
）

第
五
節
親
族

第
二
十
四
条
（
婚
姻
の
成
立
及
び
方
式
）
婚
姻
の
成
立
は
、

各
当
轆
者
に
つ
き
、
そ
の
本
国
法
に
よ
る
。

２
嫌
姻
の
方
式
は
、
熾
姻
挙
行
地
の
法
に
よ
る
。

３
前
頭
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
一
方
の
本
国

法
に
適
合
す
る
方
式
は
、
有
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本

に
お
い
て
姉
姻
が
挙
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
肴

の
一
方
が
日
本
人
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
例
一
三
条
）

第
二
十
五
条
（
婚
姻
の
効
力
）
婚
姻
の
効
力
は
、
夫
期
の
本

国
法
が
岡
一
で
あ
る
と
き
は
そ
の
法
に
よ
り
．
そ
の
法
が

な
い
場
合
に
お
い
て
夫
婦
の
常
居
所
地
法
が
何
一
で
あ
る

と
き
は
そ
の
法
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
の
法
も
な
い
と
き

は
夫
蝿
に
蝦
も
裕
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
に
よ
る
。

（
法
例
一
四
条
）

第
二
十
六
条
（
夫
婦
財
産
制
）
前
条
の
規
定
は
、
夫
蝿
財
産

制
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
前
頂
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
夫
婦
が
、
そ
の
署
名
し

に
よ
る
選
択
が
な
い
と
き
は
、
当
該
労
働
契
約
の
成
立
及

び
効
力
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
労
働
契
釣
に
お
い
て
労
務
を
提
鋲
す
べ
き
地

の
法
を
当
該
労
働
契
約
挺
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の

法
と
推
定
す
る
。
（
新
設
）

第
三
節
物
権
等

第
十
三
条
（
物
権
及
び
そ
の
他
の
登
記
を
す
べ
き
権
利
）
動

産
又
は
不
動
産
に
関
す
る
物
権
及
び
そ
の
他
の
登
記
を
す

べ
き
怖
利
は
、
そ
の
目
的
物
の
所
在
地
法
に
よ
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
坂
に
規
定
す
る
縦
利

の
得
狸
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
那
実
が
完
成
し
た
当
時
に

お
け
る
そ
の
月
的
物
の
所
在
地
法
に
よ
る
。
（
法
例
一
○
条
）

第
四
節
債
椛

第
十
四
条
（
職
務
管
理
及
び
不
当
利
得
）
事
務
管
理
又
は
不

当
利
得
に
よ
っ
て
生
ず
る
恢
椛
の
成
立
及
び
効
力
は
、
そ

の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
地
の
法
に
よ
る
。

（
法
例
二
条
一
項
）

第
十
五
条
（
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る

甥
合
の
例
外
）
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鞭
務
管
理

又
は
不
当
利
得
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力

は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
当
時
に
お
い
て

通
則
法

’

1

1

’

た
書
而
で
日
付
を
記
蝋
し
た
も
の
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る

法
の
う
ち
い
ず
れ
の
法
に
よ
る
べ
き
か
を
定
め
た
と
き

は
、
夫
蹄
財
産
伽
は
、
そ
の
法
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
定
め
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
そ
の
効
力

を
生
ず
る
。

一
夫
婦
の
一
方
が
国
輔
を
有
す
る
回
の
法

二
夫
郷
の
一
方
の
常
居
所
地
法

三
不
動
産
に
側
す
る
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の

不
動
産
の
所
在
地
法

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
外
図
法
を
適
用
す
べ
き
夫
蹄
財

産
制
は
、
日
本
に
お
い
て
き
れ
た
法
雛
行
為
及
び
日
本
に

在
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
蕃
瀧
の
第
三
着
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
第
三
者
と

の
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
は
、
日
本
法
に

よ
る
。

４
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
外
図
法
に
韮
づ
い
て
さ
れ
た
夫

婦
財
産
契
約
は
、
日
本
に
お
い
て
こ
れ
を
壁
記
し
た
と
き

は
、
鋪
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
法
例
一
五
条
）

第
二
十
七
条
（
離
婚
）
鋪
二
十
五
条
の
規
定
は
、
雛
雄
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
夫
鰯
の
一
方
が
日
本
に
総
居

所
を
有
す
る
日
本
人
で
あ
る
と
き
は
．
離
婚
は
、
日
本
法

に
よ
る
。
（
法
例
一
六
条
）

蕊
二
十
八
条
（
嫡
出
で
あ
る
子
の
親
子
関
係
の
成
立
）
夫
蝿

の
一
方
の
本
圃
法
で
子
の
出
生
の
当
時
に
お
け
る
も
の
に

よ
り
子
が
嫡
出
と
な
る
べ
き
と
き
は
、
そ
の
子
は
、
嫡
出

で
あ
る
子
と
す
る
。

２
夫
が
子
の
出
生
前
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
死
亡
の

当
時
に
お
け
る
夫
の
本
圃
法
を
前
頭
の
夫
の
本
国
法
と
み

当
聯
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
総
居
所
を
称
し
て
い
た
の
引
渡
し
が
通
稚
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

こ
と
、
当
躯
者
川
の
契
約
に
関
巡
し
て
聯
務
管
理
が
行
わ
あ
っ
た
と
き
は
、
生
産
業
考
等
の
主
た
る
螂
業
所
の
所
在

れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
そ
の
他
の
耶
慨
に
照
ら
地
の
法
（
生
産
業
者
零
が
事
業
所
を
有
し
な
い
場
合
に

し
て
、
明
ら
か
に
伺
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の
あ
っ
て
は
、
そ
の
常
居
所
地
法
）
程
よ
る
。
（
新
設
）

３

属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
第
十
九
条
（
名
誉
又
は
信
用
の
穀
損
の
特
例
）
第
十
七
条
の

き
は
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
。

（
新
設
）
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
の
名
養
又
は
信
用
を
蜂
損
す

第
十
六
条
（
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
変
更
）
駆
務
管
理
又
る
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
俄
椛
の
成
立
及
び
効
力

は
不
当
利
得
の
当
事
者
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
蝶
実
が
発
は
、
被
害
者
の
常
居
所
地
法
（
被
害
者
が
法
人
そ
の
他
の

生
し
た
後
涯
お
い
て
、
事
務
管
理
又
は
不
当
利
得
に
よ
つ
社
団
又
は
簿
団
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る

て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
適
用
す
べ
き
事
業
所
の
所
在
地
の
法
）
に
よ
る
。
（
新
設
）

法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の
梅
第
二
十
条
（
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る

利
を
答
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
変
災
を
そ
の
第
喝
合
の
例
外
）
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
法
行

三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
股
）
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
恢
椛
の
成
立
及
び
効
力
は
、
不
法
行

第
十
七
条
（
不
法
行
為
）
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
職
権
為
の
当
時
に
お
い
て
当
躯
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
常

の
成
立
及
び
効
力
は
、
加
響
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
率
者
冊
の
契
約
に
韮
づ
く

の
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
地
に
お
け
る
結
果
の
発
生
雑
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
そ
の
他
の

が
通
備
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
き
耶
傭
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
適

は
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
の
法
に
よ
る
。
（
新
設
）
剛
す
べ
き
法
の
属
す
る
地
よ
り
も
辮
接
な
側
係
が
あ
る
他

第
十
八
条
（
生
産
物
責
任
の
特
例
）
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
骸
他
の
地
の
法
に
よ
る
。

ら
ず
、
生
産
物
（
生
産
さ
れ
又
は
加
工
さ
れ
た
物
を
い
（
新
般
）

↑
Ｚ
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
引
渡
し
が
さ
れ
第
二
十
一
条
（
当
噸
者
に
よ
る
準
拠
法
の
変
更
）
不
法
行
為

も
し

た
も
の
の
畷
疵
に
よ
り
他
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
の
当
事
者
は
、
不
法
行
為
の
後
に
お
い
て
、
不
法
行
為
に

侵
害
す
る
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
生
産
業
者
（
生
産
よ
っ
て
生
ず
る
慨
椛
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
適
附
す

物
を
業
と
し
て
生
産
し
、
加
工
し
、
輸
入
し
、
輸
出
し
、
べ
き
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
者

流
通
さ
せ
、
又
は
販
売
し
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
の
椛
利
を
書
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
そ

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
生
産
物
に
そ
の
生
産
業
者
と
悪
め
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
新
般
）

る
こ
と
が
で
き
る
表
示
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
第
二
十
二
条
（
不
法
行
為
に
つ
い
て
の
公
序
に
よ
る
制
限
）

て
「
生
産
業
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
対
す
る
俄
権
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
外
国
法
に
よ
る
べ
き
場
合
に
お
い
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な
す
。
（
法
例
一
七
条
）

第
二
十
九
条
（
嫡
出
で
な
い
子
の
親
子
関
係
の
成
立
）
嫡
出

で
な
い
子
の
親
子
関
係
の
成
立
は
、
父
と
の
側
の
親
子
関

係
に
つ
い
て
は
子
の
出
生
の
当
時
に
お
け
る
父
の
本
国
法

に
よ
り
、
母
と
の
川
の
純
子
関
係
に
つ
い
て
は
そ
の
当
僻

に
お
け
る
母
の
本
図
法
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

子
の
認
知
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
認
知

の
当
時
に
お
け
る
子
の
本
国
法
に
よ
れ
ば
そ
の
子
又
は
第

三
者
の
承
諾
又
は
同
意
が
あ
る
こ
と
が
認
知
の
要
件
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
要
件
を
も
倣
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
子
の
腿
知
は
、
前
坂
前
段
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き

法
に
よ
る
ほ
か
、
認
知
の
当
時
に
お
け
る
認
知
す
る
者
又

は
子
の
本
国
法
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
知
す

る
者
の
本
国
法
に
よ
る
と
き
は
、
伺
坂
後
段
の
規
定
を
準

用
す
る
。

３
父
が
子
の
出
生
前
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
死
亡
の

当
時
に
お
け
る
父
の
本
国
法
を
第
一
項
の
父
の
本
国
法
と

み
な
す
。
前
項
に
規
定
す
る
者
が
誕
知
前
に
死
亡
し
た
と

き
は
．
そ
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
国
法
を

同
項
の
そ
の
者
の
本
圃
法
と
み
な
す
。
（
法
例
一
八
条
）

第
三
十
条
（
準
正
）
子
は
、
準
疋
の
嬰
件
で
あ
る
馴
実
が
完

成
し
た
当
時
に
お
け
る
父
若
し
く
は
母
又
は
子
の
本
国
法

に
よ
り
準
正
が
成
立
す
る
と
き
は
．
嫡
出
子
の
身
分
を
取

得
す
る
。

２
前
攻
に
規
定
す
る
瀞
が
郡
正
の
饗
件
で
あ
る
耶
爽
の
完

成
前
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
死
亡
の
当
時
に
お
け
る

そ
の
者
の
本
国
法
を
伺
攻
の
そ
の
者
の
本
国
法
と
み
な

す
。
（
法
例
一
九
条
）

第
三
十
一
条
（
養
子
縁
組
）
養
子
縁
組
は
、
縁
組
の
当
時
に

お
け
る
蕊
親
と
な
る
べ
き
者
の
本
国
法
に
よ
る
。
こ
の
場

戸
籍
規
則
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